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ⅩⅠ 意見公募手続                                

(1) 実施方法                                         

ア 意見公募期間                              

令和７年（2025 年）３月 26日（水）から令和７年（2025年）４月 24日（木） 

イ 計画書（素案）閲覧方法                         

鎌倉市ホームページ、市役所本庁舎（企画課執務室を含む）、各支所、各図書館、鎌倉生

涯学習センター 

ウ 意見提出方法                                                

市役所本庁舎、各図書館、鎌倉生涯学習センターにある提出箱へ提出 

郵便、FAX、メール、企画課への直接持込、オンライン共創プラットフォーム Liqlid か

らの投稿 

  

(2) 意見の結果                                       

ア 意見数                                 

提出９通（メール６通、回収箱２通、直接持込１通） 

イ Liqlidを通じた意見                           

提出 86 通 

ウ 意見の内訳                                                        

図表ⅩⅠ-(2)-ウ-① 意見の内訳 

 
注）一つの意見用紙、または一つの意見投稿で複数の意見があるため、意見合計数と意見提出数が異なる。 

※ 各施策の内訳は、共生３件、防災 12 件、地球温暖化６件、福祉２件、こども・若者１件、健康４件、教育７

件、スポーツ・レクリエーション２件、都市交流２件、芸術文化１件、防犯２件、廃棄物３件、生活環境３件、

生態系１件、農業１件、観光３件、交通安全３件、移動交通 4 件、消防２件、歴史５件、都市空間７件、道路６

件、緑地２件、風致景観８件、海浜１件、都市拠点２件、下水道２件、住宅２件、協働１件、広報３件、広聴３

件、ファシリティマネジメント１件 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 
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 (3) 説明動画の公開                                    

   意見公募手続に係る計画説明の取組として、令和７年（2025年）３月 29日に鎌倉エフエム

放送で放送された「地域情報 PICK UP!」に出演し、計画を説明するとともに、その様子を撮

影した動画を令和７年（2025年）４月４日から市ホームページ及び Liqlidで公開しました。 

 

 

ⅩⅡ 鎌倉市総合計画専門委員                     

  玉村 雅敏（慶應義塾大学総合政策学部教授） 令和５年（2023年）７月３日選任 
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ⅩⅢ 鎌倉市総合計画審議会                          

(1) 委員、幹事及び事務局名簿                              

（委嘱期間：令和６年（2024年）１月 31日～令和８年（2026年）３月 31日） 

区分 役職名※ 氏名 備考 

市民  掛川 一代  

教育委員会委員 教育委員会委員 長尾 直美  

農業委員会委員 農業委員会委員 市川 幸子  

公共団体及び 

公共的団体の 

代表者 

鎌倉商工会議所専務理事 波多辺 弘三  

鎌倉市観光協会専務理事 大津 定博  

鎌倉市社会福祉協議会常務理事 田中 良一 職務代理者 

鎌倉市自治町内会総連合会会長 新津 豊  

（三浦半島地域連合議長） 及川 政昭 ～24.9.9 

三浦半島地域連合副議長 内田 和彰 24.9.10～ 

（鎌倉市市民活動センター運営会議副事務局長） 菊田 豊明 ～24.10.29 

（鎌倉市市民活動センター運営会議事務局長） 雨宮 正明 24.10.30～

25.4.10 

鎌倉市市民活動センター運営会議理事長 小島 政行 25.4.11～ 

学識経験を 

有する者 

鎌倉女子大学短期大学部学部長・教授 小泉 裕子  

文教大学国際学部国際観光学科教授 海津 ゆりえ  

関東学院大学法学部地域創生学科教授 木村 乃 職務代理者 

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 亀山 康子  

東京大学大学院工学系研究科教授 村山 顕人  

北九州市立大学法学部政策科学科准教授 高木 超 会長 

幹事 （鎌倉市共生共創部長） 服部 基己 ～24.3.31 

鎌倉市共生共創部長 能條 裕子 24.4.1～ 

鎌倉市共生共創部次長 吉田 寛樹  

鎌倉市共生共創部企画課長 安冨 誠人  

事務局 鎌倉市共生共創部企画課課長補佐兼担当係長 塩海 晋平  

鎌倉市共生共創部企画課担当係長 中川 侑香  

鎌倉市共生共創部企画課 沢崎 悠美  

鎌倉市共生共創部企画課 磯﨑 美穂里  

鎌倉市共生共創部企画課 西澤 遥  

鎌倉市共生共創部企画課 工藤 祐作 25.4.1～ 

※ 役職名は答申時のもの。ただし、委嘱期間中に退任等した者の役職名は委嘱時のもの。（括弧書） 
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(2) 開催経過                                        

令和６年（2024 年）１月 31日（水）午後３時から５時まで 鎌倉市役所講堂 

第
１
回 

１． 会長の選出 

２．鎌倉市長からの諮問 

３．＜報告＞鎌倉市の総合計画について 

４．≪審議≫（仮称）第４次鎌倉市総合計画策定方針（案）について 

５．その他 

令和６年（2024 年）４月２日（火）午後３時から５時まで 鎌倉市役所全員協議会室 

第
２
回 

１．≪審議≫（仮称）第４次鎌倉市総合計画策定方針（案）について 

２．＜報告＞ 

(1) 新たな総合計画の策定に係る参考資料について 

(2) 市民参画・職員参画の実施について 

３．その他 

令和６年（2024 年）７月５日（金）午前 11時から正午まで 鎌倉市役所全員協議会室 

第
３
回 

１．≪審議≫新たな総合計画に位置付ける施策について 

２．その他 

令和６年（2024年）10月 11日（金）午後３時から５時まで 鎌倉市役所全員協議会室 

第
４
回 

１．≪審議≫（仮称）第４次鎌倉市総合計画の全体像案について 

２．＜報告＞市民参画・職員参画の結果について 

３．≪審議≫将来目標案について 

４．＜報告＞≪審議≫人口推計の結果と人口の基本方針案について 

５．その他 
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令和６年（2024 年）11 月 19 日（火）午後３時から４時 30 分まで  鎌倉市役所講堂 

第
５
回 

１．≪審議≫ 

(1) 基本構想の将来目標（修正案）について 

(2)（仮称）第４次鎌倉市総合計画の計画期間について 

(3) 基本計画の基礎条件案について 

ア 人口案について 

イ 土地利用案について 

(4) 基本計画の基本方針案について 

２．その他 

(1) 基本計画の施策案について 

(2) その他 

令和６年（2024 年）12 月 17 日（火）午後３時から４時 20 分まで  鎌倉市役所講堂 

第
６
回 

１．≪審議≫ 

(1)（仮称）第４次鎌倉市総合計画のリーディングプロジェクトについて 

(2)（仮称）第４次鎌倉市総合計画のリーディングプロジェクトの取組について 

(3)（仮称）第４次鎌倉市総合計画の施策体系案について 

(4)（仮称）第４次鎌倉市総合計画の施策体系案と SDGsについて 

２．その他 

令和７年（2025年）１月 31日（金）午前 10 時から 11 時 15 分まで  鎌倉市役所講堂 

第
７
回 

１．≪審議≫ 

(1) 次期総合計画素案（案）について 

(2) 次期総合計画の施策と SDGsについて 

２．その他 

令和７年（2025年）５月 30日（金）午前 10 時から 11 時 30 分まで  鎌倉市役所講堂 

第
８
回 

１．≪審議≫ 

(1) 鎌倉ビジョン 2034・鎌倉ミライ共創プラン 2030に対する意見公募手続きの結果

等について 

(2) 鎌倉市の新たな地方創生総合戦略の策定に向けた考え方について 

２．答申に向けて 

３．その他 

令和７年（2025年）６月 27日（金）午前 10 時から 11 時 20 分まで  鎌倉市役所 402会議室 

第
９
回 

１．≪審議≫新たな鎌倉市総合計画の策定に係る答申内容について 

２．その他 

令和７年（2025年）７月 25日（金）午前 10 時から 10 時 20 分まで  鎌倉市役所全員協議会室 

第 

回 

１．≪審議≫新たな鎌倉市総合計画の策定に係る答申内容について 

２．その他 

３．鎌倉市長への答申 

10 
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(3) 諮問文（写）                                        
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(4) 答申文（写・抄）                                       
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ⅩⅣ 議決証明（写・抄）                             
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ⅩⅤ 根拠法令                                  

〇鎌倉市総合計画条例 

平成 24年６月 29日条例第１号 

改正 

平成 24年９月 27 日条例第 12号 

鎌倉市総合計画条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、本市の総合計画に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 総合計画 基本構想、基本計画及び実施計画を総称する。 

⑵ 基本構想 まちづくりの基本理念並びに将来都市像とその実現に向けた将来目標及びそ

の方向性を示すものをいう。 

⑶ 基本計画 基本構想を実現するための政策又は施策の体系及びその方針を示すものをい

う。 

⑷ 実施計画 基本計画で示される方針を計画的かつ効果的に実施していくための具体的な

事業概要を示すものをいう。 

（計画の策定） 

第３条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとす

る。 

（市政運営の基本方針） 

第４条 市は、その事務を処理するに当たっては、基本構想に即して行うものとする。 

（総合計画審議会） 

第５条 市長の附属機関として、鎌倉市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定その他その実施に関する基本的事項又は重

要事項を調査審議するものとする。 

３ 審議会は、総合計画の策定その他その実施に関する事項について、市長に意見を述べるこ

とができる。 

４ 審議会は、委員 15人以内をもって組織する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 市教育委員会委員 

⑵ 市農業委員会委員 

⑶ 公共団体又は公共的団体の代表者 

⑷ 学識経験を有する者 

⑸ 市民 

６ 委員の任期は、審議会の所掌事務の処理が終わるまでの期間とする。 
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７ 第５項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失

ったときは、委員を辞したものとみなす。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（審議会への諮問） 

第６条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、審議会に諮問するも

のとする。 

（意見の聴取） 

第７条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、市民等から意見を聴

くものとする。 

（策定過程における報告） 

第８条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、その過程において、

その基本的な事項を議会に報告するものとする。 

（議会の議決） 

第９条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るも

のとする。 

（公表） 

第 10条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、その内容を公表するものとす

る。 

（委任） 

第 11条 この条例に定めるもののほか、総合計画に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（総合計画審議会条例の廃止） 

２ 鎌倉市総合計画審議会条例（昭和 41年 10月条例第 23号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に策定されている第３次鎌倉市総合計画は、この条例の規定により

策定された総合計画とみなす。 

付 則（平成 24 年９月 27 日条例第 12号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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   ○鎌倉市総合計画審議会規則 

平成 24年６月 29日規則第６号 

鎌倉市総合計画審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鎌倉市総合計画条例（平成 24年６月条例第１号）により設置された鎌倉

市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（会長） 

第２条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取） 

第４条 審議会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を

求め、その意見を聴くことができる。 

（幹事） 

第５条 審議会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命し、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、この審議会の所掌事務を所管する課等において処理する。 

（その他の事項） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（総合計画審議会条例施行規則の廃止） 

２ 鎌倉市総合計画審議会条例施行規則（昭和 41年 10月規則第 31号）は、廃止する。 
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   ○鎌倉市総合計画専門委員設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鎌倉市総合計画専門委員（以下「専門委員」という。）の設置等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 専門委員は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 174 条に基づく専門委員であっ

て、次に掲げる事項を行うものとする。 

⑴ 総合計画（鎌倉市総合計画条例（平成 24 年６月条例第１号）第２条第１号に規定する

「総合計画」をいう。以下同じ。）の策定その他その実施について、専門的な見地から諸課

題についての調査、研究並びに各部課等における計画案作成に対する指導及び助言をする

こと。 

⑵ 市長が必要と認めた場合において、前号に掲げる事項について、会議等に出席して意見

を述べ、又は説明すること。 

（所属） 

第３条 専門委員は、総合計画の策定を担当する課等に属する。 

（選任） 

第４条 専門委員は、行政各般にわたる専門の学識経験を有する者の中から市長が選任する。 

２ 専門委員の数は若干人とする。 

（任期） 

第５条 専門委員の任期は、当該所掌事項が完了するまでの期間とする 

（庶務） 

第６条 専門委員に関する庶務は、総合計画の策定を担当する課等において処理する。 

（その他の事項） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、専門委員について必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、昭和 50 年６月 16日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 24 年６月 29日から施行する。 
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○鎌倉市総合計画策定委員会設置要綱 

（趣旨及び設置） 

第１条 この要綱は、本市の総合計画策定のための審議をするため、鎌倉市総合計画策定委員

会（以下「委員会」という。）を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、鎌倉市総合計画条例（平成 24年６月条例第１号）の

例による。 

（所掌事務） 

第３条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 基本構想、基本計画の基礎指標に関する事項 

⑵ 基本構想、基本計画の素案及び案の策定に関する事項 

⑶ その他基本構想、基本計画の策定に関し必要な事項 

（構成） 

第４条 委員会の構成は、次のとおりとする。 

⑴ 委員長 主管の副市長 

⑵ 副委員長 他の副市長及び共創計画部長 

⑶ 委員 鎌倉市事務分掌規則（平成８年３月規則第 27 号）第６条第１項及び第 16 条第３

項第１号に規定する部長（前号に掲げる者を除く。）、消防長、鎌倉市教育委員会事務分掌

規則（平成８年３月教委規則第６号）第５条第１項に規定する部長、議会事務局長、担当

部長並びに会計管理者、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長 

２ 委員長は、必要に応じ、臨時委員を置くことができる。 

（職務） 

第５条 委員長は、会議を招集してその議長となり、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あら

かじめ委員長が指名した順序によりその職務を代理する。 

（意見の聴取） 

第６条 委員会は、その所掌事務について、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

（部会） 

第７条 委員長は、必要に応じ、委員会に部会を設置し、その所掌事務を分掌させることがで

きる。 

２ 部会の委員は、委員長が指名する職員をもって充てる。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置く。それぞれの指名は、次のとおりとする。 

⑴ 部会長は、その部会の委員のうちから委員長が指名する。 

⑵ 副部会長は、部会長を除くその部会の委員のうちから部会長が指名する。 

４ 第５条及び前条の規定は、部会長及び副部会長の職務及び部会の意見の聴取について準用

する。 
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５ 部会長は、部会の会議の結果を委員長に報告するものとする。 

（ワーキンググループ） 

第８条 部会長は、部会長の指名する職員をもってワーキンググループを設置し、その所掌事

務について部会の委員を補佐させることができる。 

２ ワーキンググループについて必要な事項は、部会長が別に定める。 

（庶務） 

第９条 委員会並びに部会及びワーキンググループの庶務は、この委員会の所掌事務を所管す

る課において処理する。 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 

付 則 

この要綱は、平成６年５月 20日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 16 年７月９日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 16 年７月 22日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 17 年４月４日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 24 年６月 29日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 24 年８月 29日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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